
 

 

１ 環境影響評価法・愛知県環境影響評価条例の体系図 

  
        
 
 
   平成 9年法律第 81 号 

 
 
    平成 9年政令第 346 号 

 
 
    平成 10 年総理府令第 37 号 

 
 
    平成 9年環境庁告示第 87 号 

平成 24 年環境省告示第 63 号（全部改正） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
 
       平成 10 年愛知県条例第 47 号 

 
 
         平成 11 年愛知県規則第 74 号 

 
 
         平成 11 年愛知県規則第 75 号 

 
 
         平成 11 年愛知県規則第 81 号 

 
 
         平成 11 年愛知県告示第 445 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価法・愛知県環境影響評価条例の体系 

環境影響評価法 

環境影響評価法 施行令 

環境影響評価法 施行規則 

基本的事項 

 

道   路 河   川 

主務省令 

※13 事業・36 主務省令

鉄   道 飛 行 場 

発 電 所 廃棄物最終処分場 

公有水面埋立及び干拓 

工業団地造成事業 

土地区画整理事業 

新住宅市街地開発事業 

新都市基盤整備事業 流通業務団地造成事業

宅地の造成の事業 

 ※港湾計画・1主務省令 

港 湾 計 画 主務省令 

愛知県環境影響評価条例 

愛知県環境影響評価条例 施行規則 

愛知県環境影響評価審査会規則 

環境影響評価に関する公聴会規則 

環境影響評価指針 

環境影響評価法（改正前） 愛知県環境影響評価条例 

構 成 規定している事項 構 成 規定している事項 

法 環境影響評価の全般的な手続 条例 環境影響評価の全般的な手続 

 施行令 ・ 法対象事業の種類及び要件 

・ 軽微な修正・変更に係る要件 

・ 方法書、準備書について都道府県知事が意見を述べる期間

・ 評価書に対して環境大臣等が意見を述べる期間 

 施行規則 ・ 方法書、準備書の公告・縦覧の具体的な方法、事項 

・ 説明会開催等に関する公告の具体的な方法、事項 等 

施行規則 ・ 条例対象事業の種類及び要件 

・ 軽微な修正・変更に係る要件 

・ 方法書、準備書について知事が意見を述べる期間 

・ 方法書、準備書、事後調査報告書の公告・縦覧の具体的な

方法、事項 

・ 説明会の開催等に関する公告の具体的な方法、事項 等 

主務省令 法対象事業ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内容に

関する基準や指針を規定。具体的には主に以下の３点について

定められている。 

・ 事業種ごとの第二種事業の判定基準 

・ 事業種ごとの環境影響評価の項目や手法の選定指針 

・ 事業種ごとの環境保全措置に関する指針 

 基本的事項  主務省令で定められる基準や指針が、一定の基準を保ちつ

つ、適切な内容が定められるよう、すべての事業種に共通する

基本となる考え方を規定 

環境影響評価指針 環境影響評価を行う際の具体的な内容に関する基準や指針を

規定。具体的には主に以下の３点について定められている。 

・ 事業種ごとの環境影響評価の項目や手法の選定指針 

・ 環境保全措置に関する指針 

・ 事後調査の項目等の選定に関する指針 

 

２ 環境影響評価法・愛知県環境影響評価条例の構成と規定している事項 

資料１ 


